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は じ め に
　全国の国立大学法人を対象にした調査2）では，
2012年度に自殺した学生の 10万人比は 15.7人で
あり，多くの大学が学生の自殺問題を抱えている
状況である．そのため，ほぼ全ての大学において，
自殺予防はメンタルヘルス対策の中でも重要なも
のとして位置づけられており，各大学ともに，工
夫して取り組んでいる．本稿では，大学における
自殺予防対策の現状を概観するとともに，岡山大
学（以下，当大学）医療系キャンパスにおけるメ
ンタルヘルス対策と自殺予防対策の取り組みにつ
いて報告する．

Ⅰ．大学生の自殺率の推移
　図 1に示したように2），近年，大学生の自殺率

は高止まりの傾向があり，深刻な状況が続いている．

Ⅱ．大学生の自殺の特徴
　内田5）は，1985～2005年度まで 21年間にわたる
全国の国立大学法人大学生の自殺に関するデータ
を集計分析（自殺学生 987人）し，大学生の自殺
には次のような特徴があると報告している．
① 性別では男子に多い．
② 1996年度からは，自殺が大学生の死因の第 1位
を占める深刻な状態が続いている．
③ 自殺者数では母集団の多い 4年制理系と文系の
男子で多い．
④ 医学部男子と文系男子で自殺率が特に高い．
⑤ 自殺率を学年で比較すると，最終学年と留年生
で高い．
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　全国の国立大学法人を対象にした調査によれば，2012年度に自殺した学生の 10万人比は 15.7
人であった．多くの大学において，自殺予防はメンタルヘルス対策の中でも重要なテーマであり，
それぞれが対策に取り組んでいる．2009年，国立大学法人における自殺防止対策の現状が調査さ
れた．2010年，この調査結果の検討から，大学生の自殺防止対策に関するガイドライン「大学生
の自殺対策ガイドライン 2010」が作られた．ガイドラインでは，第 1章においては自殺予防の基
本理念について，第 2章においては自殺リスク要因について，第 3章においては自殺防止の体制
と活動について言及されている．当大学の医療系キャンパスにおいては，保健管理センターが中
心となってメンタルヘルス対策と自殺防止対策を行っている．一次予防は，新入学生に対するメ
ンタルヘルスについてのミニレクチャー，メンタルヘルスについての授業，定期的な研修会や講
演会などである．二次予防は，定期健康診断時におけるメンタルヘルス不調者の精神科医による
面接，学外医療機関への紹介などである．三次予防は，休学者が復学するためのサポート，精神
疾患をもつ学生などの定期的な診察，自殺発生時の事後対応などである．メンタルヘルス対策を
行う際は，限られた資源を効率よくマネジメントすることが重要であり，こうした取り組みが結
果的に自殺予防対策につながると考えている．
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⑥ 精神科診断がついた者は約 19％で，気分障害と
統合失調症，統合失調型障害，妄想性障害が多
い．

⑦ 保健管理センターが自殺学生に関与したのは約
19％である．

⑧ 自殺手段では，縊死，飛び降りの順で多い．
　対策としては，保健管理センターなどの学内
サービス施設の存在を広めること，学生と教職員
への自殺予防教育，および大学の教育体制や管理
体制の変革も必要と考えられる．特に医学部では
組織的教育改革が望まれると提言している．

Ⅲ．大学生の自殺予防対策の現状
　2009年に，全国の国立大学法人を対象にした自
殺予防対策の現状についての調査3）（59大学から
回答）によると，実施頻度の高い自殺防止活動は，
①自殺防止に関する授業・研修，②自殺に関する
相談（電話や Eメール相談など），③その他の活
動（学生のピアサポート体制，相談体制の設置），
④就学または就業の長期停滞者に対する担当者に
よる訪問，⑤自殺企図の発生時の家族との連携な
どであった．ただし，これらは日常のメンタルヘ
ルス活動の一環として行われているもので，自殺
防止活動として特化したものは少なかったという
結果であった．

　調査結果の検討からは，「自殺防止を大学全体
の課題として受け止め，全ての教職員や学生が，
その役割に応じて連携しながら有機的に対応でき
る体制の必要性」が示唆された．その後，この調
査に基づき，大学生の自殺予防対策に関するガイ
ドラインが検討され，2010年 3月に「大学生の自
殺対策ガイドライン 2010」1）としてまとめられて
いる．

Ⅳ．大学生の自殺対策ガイドライン 2010の概要
　ガイドラインは 3章から構成され，第 1章は基
本理念，第 2章は自殺リスク要因，第 3章は自殺
防止の体制と活動について記載されている．
　第 1章の基本理念では，①自殺者を発生させる
リスク要因をできる限り大学の生活環境（キャン
パス）から排除するために何ができるかという視
点から自殺対策を考えることが大切であること，
②自殺を個人的な問題とみなさず，その背景に
様々な社会的要因があることを踏まえ，社会的な
取り組みとして実施されなければならないこと，
③大学における個人的・社会的なリスク要因に普
段より注意を払うことは何よりも自殺を防ごうと
する大学人の決意を強化することにつながると
いった内容が述べられている．
　第 2章のリスク要因では，大学特有のリスク要
因と一般的なリスク要因を分類している．前者に
は，①大学生活不適応（不本意入学，孤立，不登
校，ひきこもりなど），②学業不振（単位修得不
良，留年，頻繁な欠席，卒論・修論の未提出），③
就職困難（進路決定保留，就職未定など），④長時
間作業（研究活動や論文執筆など）が挙げられて
いる．後者には，⑤自殺関連行動（虚無的・厭世
的な思考，絶望感，希死念慮や自殺念慮，自殺企
図や自殺未遂の既往など），⑥精神疾患（うつ病性
障害，統合失調症，睡眠障害，心気症などの神経
症性障害など），⑦喪失状況（愛情対象の喪失，経
済的困窮，家庭内不和，近親者の死別），⑧アル
コール・物質（薬物）乱用，⑨重大な対人被害（ハ
ラスメント，深刻ないじめ）が挙げられている．
ガイドラインでは，①～④のリスク要因を示す者

図 1　大学生の自殺率の推移（文献 2より引用）
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を「リスク者」，⑤～⑨のリスク要因を示す者を
「ハイリスク者」と呼んでいる．
　第 3章の自殺防止の体制と活動では，自殺対応
に関する組織的体制と施設の整備の項目の中で，
「自殺対応会議」の設置が提言されている．会議で
は，ハイリスク者の情報収集，自殺防止に関する
啓発的援助，自殺防止対策や支援活動の立案，関
係者間の連絡調整，実施した対策の再評価，風評
やマスコミの対応，ハイリスク者の復学プログラ
ムの作成，群発（連鎖）自殺防止のための集団面
接の立案などを担うと示されている．その他の項
目としては，普及啓発活動，関係者や学内支援者
との連携，保健管理センターの役割，保護者・家
族との連携，医療機関への紹介，自殺企図・未
遂・完遂に対する対応があり，それぞれ指針が示
されている．
　なお，このガイドラインは，自殺対策の基盤と
なる理念を尊重しながら，各大学の実情に即して
利用できるものであることを前提にして書かれて
いる．

Ⅴ．当大学医療系キャンパスにおける 
メンタルヘルス対策と自殺予防対策

　当大学の医療系キャンパスには，医学部〔医学
科，保健学科（看護，放射線，検査）〕と歯学部が
あり，学部生が約 3,600人，大学院生が約 2,000人
である．
　制度化された学生支援としては，担任制をと
り，担任が学生の相談に乗るなど必要に応じて対
応している．学科単位に教務委員会（教務的な案
件に対応）と学生生活委員会（生活面の案件に対
応）があり，学生に対する直接的な支援や担任の
サポート，様々な問題への対応などを行ってい
る．専門的な支援機関としては，保健管理セン
ター，学生相談室，女性サポート室などが設置さ
れている．
　メンタルヘルス対策と自殺予防対策は，保健管
理センターが中心となって行われている．一次予
防としては，新入生に対するメンタルヘルスのミ
ニレクチャー，メンタルヘルス関連の授業の開

講，定期的な研修会や講演会，学部・学科からの
要請による講演会などが行われている．ミニレク
チャーや授業では自殺予防教育を必ず取り入れる
ようにしており，研修会や講演会でも数年に一度
は自殺予防をテーマにしている．二次予防として
は，定期健康診断時におけるメンタルヘルス不調
者の精神科医による面接，学外医療機関への紹介
などが行われている．三次予防としては，休学者
の復学サポート，精神疾患などリスク要因のある
学生との定期的な面談，メンタルヘルス関連事故
の事後対応などが行われている．
　支援体制において，本部キャンパスとの大きな
違いは，医学科・歯学部はゼミ制をとっていない
ため，ゼミによる支援（指導教員や他のゼミ生に
よる目配りや声かけなど）が得られないことであ
る．そのため，支援体制に工夫が必要となってく
る．次に挙げるような工夫をしている．
　①メンタルヘルスの心理教育
　保健管理センターが行っているメンタルヘルス
の心理教育には次のものがある．新入生に対して
は入学後のなるべく早い時期にメンタルヘルスの
講義やグループワークを行っている．病院実習に
入る前にはストレスマネジメントの講義を行って
いる．保健管理センターが担当するいくつかの授
業では授業テーマの講義とともにメンタルヘルス
の心理教育を行っている．各学部学科とも在学期
間中に 3～5回はメンタルヘルスの心理教育を受
けている．
　②休学者・留年者への対応
　「語学研修」の理由で休学したが，実際には学生
生活の不適応による抑うつ状態のため実家にひき
こもっていたという事例が続いたことがあった．
そこで，休学申請時には，学生だけではなく保護
者も交えて教務委員長が面談を行い，休学申請理
由の確認，休学中の過ごし方の指導などを行って
いる．復学前にも面談を行い，復学方法について
指導している．留年生に対しては，学期初めある
いは年度初めに教務委員長が面談し，生活状況の
確認や就学指導などを行っている．休学者・留年
者ともに，背景にメンタルヘルス問題が疑われる



特集　大西・他：大学生の自殺予防とメンタルヘルス 25

新興医学／精神雑誌 118巻 1号　　大西論文　　再校　　2016年 1月 8日　　��頁

場合には，保健管理センターの精神科医とカウン
セラーが面談に同席している．
　③国家試験不合格者への対応
　国家試験が不合格となったときには自殺のリス
クが高まると考えられる．そこで，国家試験結果
発表後，速やかに不合格者に対しては教務係から
連絡をとり，今後についての話をするが，その際，
気持ちの落ち込みなどメンタルヘルス不調が疑わ
れる場合は保健管理センターでの面談を勧めてい
る．
　④学生生活上の問題を抱えた学生への対応
　いじめ，暴力，ストーカーなど学生生活上の問
題を抱えた学生の情報は，窓口となった教員や部
署，関係機関から教務係を通し教務委員長に集約
される．案件の内容により，教務委員長が関係す
る部署や機関を招集し，対策にあたっている．
　⑤自傷行為や過量服薬などへの対応について
　リストカットなどの自傷行為や過量服薬への対
応はその程度によるが，原則的には保護者へ連絡
し，保健管理センターにおいて学生と保護者の面
談を行っている．その際，こうした行為が今後も
続くことが予想される場合には休学して療養（下
宿生の場合は実家にて）を行い，こうした行為を
しなくてすむようになってから復学するように指
導している．この理由の 1つは，自殺の危険性の
早期発見と早期対応であるが，もう 1つは，将来，
医療人となる医療系学生には学生のときから医療
人としての自覚をもってもらいたいという教育的
な理由による．将来，患者の命を守り，適切な服
薬を指導する立場になるわけであるから，学生の
間に自身の身体を傷つけたり薬を乱用したりする
ことを断ち切ってもらいたいと考えている．
　このような対応をすることでこうした行為が表
面化せず水面下にもぐってしまうことが懸念され
たが，指導する際に「あなたを入学させたからに
は，立派な医療人になれるようにサポートした
い」という旨を伝えることで，ある程度は回避で
きているのではないかと考えている．
　⑥メンタルヘルス不調と特別配慮について
　数年前，実習の参加規定日数を下回った複数の

学生がいた際，メンタルヘルス不調が原因で欠席
した学生には救済措置としてレポートを出すこと
で出席扱いとしたが，特別な理由もなく欠席した
学生には救済措置を与えなかったことがあった．
この後，当該学科の学生の間では「メンタルヘル
ス不調を理由にすれば，特別扱いをしてくれる」
との噂が流れ，メンタルヘルス不調を理由に実習
を欠席する学生が増えた．担当教員によれば，「メ
ンタルヘルスが不調な上に，単位を落とすことに
なれば，さらに不調になってしまうと思った」と
いうのがその理由であった．
　このケースを教訓にして，いかなる理由であろ
うと原則的に学則を越えた特別配慮をしないこと
を関係者の間で合意した．メンタルヘルスが不調
な学生への対応は学業上の特別配慮ではなく，適
切に医療につなげることであると考えている．
　⑦メンタルヘルス連携
　授業の欠席日数が多い学生については，授業担
当の教員から教務係に連絡が入る仕組みが作られ
つつある．教務係は当該学生の他の授業の出席状
況や生活状況を把握し，教務委員長に報告する．
当該学生にメンタルヘルス不調が疑われる場合
は，保健管理センターにも連絡が入り，対応を協
議している．連携会議は定期的なものは年に一
度，年度末に行われている．教務係，教務委員長，
学生生活委員長，保健管理センターの精神科医と
カウンセラーなどが集まり，就学上や学生生活上
の問題を抱えた学生や，メンタルヘルス不調の学
生についての情報共有や対応などについて協議を
行っている．メンタルヘルス問題発生時には，そ
の都度，関係者が集まり連携会議を行っている．
　⑧ 学生支援における保健管理センターの立ち位

置について
　医療系学部を受験した理由は様々だが，幼い頃
より保護者から医療者になることに大きな期待を
もたれていたり，自分自身も幼い頃から医療者に
なるしかないと強く思い込んでいたりする学生も
多い．こうした学生の場合，成績不振や留年など
をきっかけにして，「医療者に向いてないのでは
ないか」　「医療者になれなければ生きている価値
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がない」などと思いつめやすい傾向がある4）．
　学生支援における関係機関の役割分担として
は，医療系学部の教員は教育をするのが本来業務
であることからすると，学生に就学に励むように
叱咤激励する「アクセル役」が適切であると考え
る．しかしながら，支援者全員が「アクセル役」
だとすると思いつめた学生をさらに追い込んでし
まうことにもなりかねない．そこで安全性を高め
るためには，ペースを落としたり立ち止まったり
することを勧める「ブレーキ役」が支援者の中に
いた方がよいと考えている．教育には直接かかわ
らない保健管理センターや学生相談室などがその
役割を担うのが理にかなうであろう．
　保健管理センターにおける面談では，このよう
な学生に対しては「一般的な年数で卒業しなけれ
ばならないと思わず，留年制度を利用しながら，
自分のペースで卒業すればよい」 「医療者になる
ことだけが人生ではなく，あなたの良さを生かす
ことができる別の道もあるはずである」といった
旨を繰り返し伝え，心理的なゆとりが広がるよう
に支援している．
　医療系キャンパスに保健管理センターが設置さ
れ 10年以上が過ぎたが，ここ 10年間は深刻なメ
ンタルヘルス関連の事故は起きていない．この理
由としては，自殺予防に特化した取り組みを行っ
てきたわけではないが，関係部署・機関が連携を
とりながらここに挙げたような学生支援およびメ
ンタルヘルス対策を継続して行ってきたことが 1
つの要因であると考えている．

お わ り に
　大学全入時代を迎え，多様な学生が入学するよ
うになり，さらに外国人留学生も増加している．
今後，大学生活への不適応を起こす学生が増加す
ることが予想されるため，学生支援体制およびメ
ンタルヘルス対策の整備が必要となってくるだろ
う．しかしながら，学生支援関係に十分な投資が
できる大学ばかりではない．学生支援体制および
メンタルヘルス対策を限られた資源の中で効率よ
くマネジメントしていくことが大切であり，結果
的に自殺予防対策につながると考えている．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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Suicide Prevention and Mental Health Measures for Japanese University Students

Masaru OHNISHI, Shihomi KOYAMA, Akiko SENOO, Hiroko KAWAHARA, Yukito SHIMIZU

Health Service Center, Okayama University

　　According to the nationwide survey of the National University students in Japan, the 
annual suicide rate in 2012 was 15.7 per 100,000 undergraduate students. In many universities, 
suicide prevention is an important issue regarding mental health measures, and each univer-
sity is actively examining this.
　The current situation concerning measures for suicide prevention in the Japanese National 
Universities was investigated in 2009. In 2010, the“college student’s suicide prevention mea-
sures guideline, 2010”was established based on the results of this investigation. This guideline 
refers to the basic philosophy of suicide prevention in Chapter 1, risk factors for suicide in 
Chapter 2, and systems and activities for suicide prevention in Chapter 3.
　The Health Service Center, Okayama University plays central roles in mental health and sui-
cide prevention measures on the Medical Campus. The primary prevention includes a mini‒
lecture on mental health, classes on mental health, and periodic workshops and lectures for 
freshmen. The secondary prevention includes interviews with students with mental health dis-
orders by a psychiatrist during periodic health check‒ups and introducing them to a hospital 
outside the university. The tertiary prevention includes support for students taking a leave of 
absence to return to school, periodic consultation with such students with mental disorders, 
and postvention following a suicide.
　We believe that for mental health measures on the university campus, it is important to effi-
ciently make use of limited resources, and that these efforts will eventually lead to suicide pre-
vention.

＜Author’s abstract＞

＜Keywords： university students, suicide prevention measures, mental health measures,  
medical campus＞
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